
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　当審における訴訟費用は被告人Ａ、同Ｂ等の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人Ｃの弁護人小林彌之助の上告趣意は、憲法違反とはいうが、その実質は、

単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人Ａの上告趣意は、

量刑の非難であり、また、被告人Ｄ、同Ｅ、同Ｆの弁護人布施辰治の上告趣意第一、

二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、違憲をいうが所論のごとき

差別待遇をした事実が認められないからその前提を欠くものであり、同第四乃至第

六点は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないし、被告人Ａ、

同Ｂの弁護人三町恒久の被告人Ａに関する上告趣意は、心神耗弱の主張に対する判

断遺脱を前提とする違法違憲を主張するがその前提たる主張事実を認め難く、従つ

てその前提を欠くものであり、同被告人Ｂに関する上告趣意は、押収物品目録の違

法を前提とする違憲の主張で、その前提を欠くものであり、被告人Ｂの上告趣意は、

寛大な処置を求めるものである。されば、論旨は、すべて刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

　（なお、被告人Ｆ、同Ｅ、同Ｄの各上告趣意は、いずれも期間経過後の提出にか

ゝるものであるから、これに対し判断を与えない。）
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